
既設電柱占用制限導入計画

番号 道路管理者 路線名 区域※2
延長
(km)

撤去する電柱
の占用者

撤去する
電柱本数
※3

撤去する電線
の占用者

法第３７条
指定の時期

猶予期
間

撤去目的
代替措置の
完了予定年度

※4
備考

1
沖縄総合事務局
南部国道事務所

国道３３１号
那覇市奥武山町46番6～那覇市山
下町4番19

0.8 NTT西日本(株) 17本
沖縄電力(株)
NTT西日本(株)
OTNet(株)

R5年度 10年間
那覇空港と沖縄県の防災拠点（沖縄県
庁）を結ぶ防災上重要な区間であるため

電線共同溝：R15

2
沖縄総合事務局
南部国道事務所

国道３３２号
沖縄県那覇市字安次嶺511番3～
那覇市字垣花18番4

3.0
沖縄電力(株)
NTT西日本(株)

１８本
沖縄電力(株)
NTT西日本(株)
OTNet(株)

R5年度 10年間
那覇空港と沖縄県の防災拠点（沖縄県
庁）を結ぶ防災上重要な区間であるため

電線共同溝：R15
単独地中化：R14

緊急輸送道路等における既設電柱占用制限導入計画【R6～R10】　※1



第１期 電線類地中化区間 青色
第２期 電線類地中化区間 黄色
第３期 電線類地中化区間 緑色
第４期 新電線類地中化区間 茶色
第５期 無電柱化推進計画区間 赤色
第６期 無電柱化に係るガイドライン 紫色
第７期 無電柱化推進計画区間 水色

国土強靱化のための３か年緊急対策区間 橙色
第８期 無電柱化推進計画区間 桃色

凡例

L=5.5km

事業完了 L=0.7km事業完了 L=1.0km

事業中
L=0.5km事業中 L=0.2km

事業中
L=0.3km電柱なし

電柱なし

那覇空港

海上自衛隊那覇空港基地

航空自衛隊那覇基地

陸上自衛隊那覇駐屯地

既設電柱占用制限導入計画
○既設電柱の占用制限について、既設電柱の占用を禁止する区域を指定予定（那覇空港から防災拠点（沖縄県庁））

〇無電柱化事業を行い、速やかに既設電柱を撤去する。

電柱なし

広域防災拠点
（沖縄県庁）

事業中 L=0.1km


